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〔参考〕学校法人ノートルダム清心学園 寄附行為（抜粋）

（役員、評議員及び会計監査人の設置）

第５条　この法人に次の役員を置く。

　一　理事　13名以上15名以内

　二　監事　2名

２ この法人に、評議員16名以上20名以内を置く。

（理事の選任）

第７条　理事は、次の各号に掲げる者とする。

　一 本法人の設置する学校の学長（校長、園長）のうちから、選任委員会において選任した者５名

　二　本法人の設置する大学の副学長のうちから、選任委員会において選任した者１名

　三　第一号及び第二号に掲げるもののほか、選任委員会において選任した者７名以上９名以内

（理事の任期） 

第９条 理事の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

とする。

（監事の選任）

第22条　監事は、評議員会の決議によって選任する。

（監事の任期）

第24条 監事の任期は、選任後６年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時

までとする。

（評議員の選任）

第31条 評議員は、次の各号に掲げる者とし、第６条で定める選任委員会において選任する。

　一 この法人の職員のうちから選任した者４名以上５名以内 

　二 この法人の設置する大学の副学長のうちから選任した者１名 

　三 この法人の設置する学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから選任した者３名

　四 この法人の設置する学校の保護者会又は後援会の会長のうちから選任した者４名 

　五 学識経験者のうちから選任した者４名以上７名以内

（評議員の任期）  

第33条 評議員の任期は、選任後６年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

とする。
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学校法人ノートルダム清心学園 

役員、評議員及び役員等選任委員の報酬に関する規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、学校法人ノートルダム清心学園（以下「本学園」という。）寄附行為

第５条及び第６条に定める理事、監事（以下「役員」という。）、評議員及び役員等選任委

員の報酬等に関し必要事項を定めることを目的とする。 

 

（役員） 

第２条 本学園の役員は常勤役員と非常勤役員とする。 

２ 前項の規程に定める常勤役員とは、本学園を主たる勤務場所とし、理事あるいは監事の

職務に専念する者をいい、それ以外を非常勤役員という。 

 

（役員の報酬） 

第３条 役員報酬は、常勤役員については報酬、非常勤役員については非常勤役員報酬とす

る。 

２ 前項の規定に関わらず、本学園と教職員として雇用関係にある役員については、役員報

酬は支給しない。 

３ 役員には退職金は支給しない。 

 

（役員報酬の算定基準） 

第４条 理事長は年俸制とし、非常勤役員は年額の手当及び理事会等出席並びに業務のた

めの勤務の日当とする。 

 

（報酬額の支給日） 

第５条 理事長の報酬は年間報酬額とし、別表１のとおりとする。月の給料は年額に 12分

の１を乗じて得た額を円単位で切り捨てて、原則として毎月 21 日に支給する。ただし、

３月の給料については、年間報酬額からその年度内にすでに支払われた額を差し引いた

額を支給する。 

２ 前項に規定する給料支払日が休日または土曜日に当たる時は、その前の直近の平日（祝

祭日を除く。）に支給する。 

 

（通勤手当） 

第６条 常勤役員には、その通勤の実費の通勤手当を支給する。 

 

（非常勤役員報酬） 

第７条 非常勤役員の非常勤役員報酬は、別表２のとおりとする。 

２ 前項に規定する非常勤役員報酬は 3月 21日に一括して支給する。ただし、その支給日

が休日または土曜日に当たる時は、その前の直近の平日（祝祭日を除く。）に支給する。 
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（理事会等日当） 

第８条 非常勤役員には、別表３のとおり報酬又は日当を支給する。 

 

（評議員及び役員等選任委員の報酬） 

第９条 評議員に対する報酬については、別表３のとおり日当を支給する。 

２ 役員等選任委員に対する報酬については、別表４のとおり日当を支給する。 

３ 第１項及び第２項の規定に関わらず、学園と教職員として雇用関係にある評議員及び

役員等選任委員についてはこれを支給しない。 

 

（報酬の支払方法） 

第 10条 役員、評議員及び役員等選任委員の報酬は、法令に基づき役員、評議員及び役員

等選任委員の報酬から控除すべき金額がある場合には、その報酬額から、控除額を差し引

いて支払うものとする。 

 

（交通費及び費用） 

第 11条 役員、評議員及び役員等選任委員には理事会出席等本学園運営のための業務、又

は職務執行のため出張した場合はその都度、報酬とは別に交通費を支給する。なお、支給

方法等は別に定める。 

 

（経理の単位） 

第 12条 役員、評議員及び役員等選任委員の報酬等の支給は、本学園経理規程第５条第１

項第１号の法人事務局に係る予算から支出するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第 13 条 この規程の改廃は、評議員会の意見を徴し理事会の議決を経て行うものとする。 

 

  附 則 

１ この規程は、平成 31年 4月 1日から施行する。 

２ 学校法人ノートルダム清心学園役員報酬規程（平成 7年 5月 26日施行）並びに役員退

職金支給規程（平成 7年 5月 26日施行）は廃止する。 

３ この規程は、令和元年 10月 20日から施行する。 

４ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

５ この規定は、令和７年４月１日から施行する 
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別表１(第５条関係) 

     理事長報酬額 

理事長給料 年額      8,000,000円 

 

 

    別表２(第７条関係) 

    非常勤役員報酬額 

非常勤役員手当 年額       100,000円 

 

 

    別表３（第８条及び第９条第１項関係） 

非常勤役員、評議員日当額 

非常勤役員 理事会等会議に出席の報酬 一日 10,000円 

来校による業務の報酬 一日 20,000円 

出張又はオンラインによる研修会等参加

の日当 
一日 5,000円 

(学園と教職員として

雇用関係にない) 

評 議 員 

評議員会等会議に出席の日当、 

その他来校による業務の日当 
一日 5,000円 

 

 

    別表４（第９条第２項関係） 

役員等選任委員日当額 

(学園と教職員として

雇用関係にない) 

役員等選任委員 

役員等選任委員として会議に出席の日当 一日 10,000円 

その他来校による業務の日当 一日 5,000円 

 


